
課題① 個体数や密度の低下が進んでいない地域がある。
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上位目的
（アウトカム）

生態系被害低減

林業・植生被害低減

農業被害低減

生活環境被害低減

中間成果
（アウトカム）

守りたい場所へのシカの侵入防止

シカの生息密度の減少

被害を与えるシカの減少

作戦・活動・手段
（国）

・法整備・基本的な指
針の提示

・技術的支援（ガイド
ライン、行政担当者向
け研修会 等）

・半減目標の提示

・財政支援（交付
金）

現状・課題

・生態系・植生被害の
発生（林床の植物の
食害、裸地化、土壌
流出等）

・農林業被害の発生

・生活環境被害の発
生（電車との衝突事
故、 市街地へのシカ
の侵入）

作戦・活動・手段
（都道府県・市町村・国）

計画（特定・実施計画等）
の策定・運用

調査・現状把握

被害防除対策

生息環境整備

捕獲対策

人材育成・配置

モニタリング・評価・改善

課題①

★推定個体数が減少した前期特
定計画は11計画

★生息密度や個体数の目標を達
成した前期特定計画がない
（一部達成４計画）

★捕獲目標を３年以上達成した
前期特定計画は３計画
★捕獲数の割り振り等捕獲対策
の具体化の遅れ

★前期特定計画の評価を未実施の
計画があり、評価内容のレベルも異
なる

★年度別実施計画を策定してい
る計画は13計画のみ

★認定事業者の育成事業を行っている
のは11都道府県で、効果があったと回
答したのは半数程度

★…令和4年度調査（特定計画検証、アンケート調査）、令和5年度集団ヒアリングから整理
した都道府県の対策の現状
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前期特定計画において、推定個体数が減少したのは11計画だが、個体数や密度
に関する目標を達成できた計画はなく、一部達成できたのが4計画と少ない。

前期特定計画において、推定個体数が減少したのは11計画、横ばい８計画、増加15計画、
不明12計画。12次特定計画で個体数や密度に関する数値目標を設定した38計画のうち、数値
目標を「達成」した計画はなかった（図1）。「一部達成」として地域的又は複数の目標のうちの一
部の目標を達成した計画は４計画であった。

捕獲に関する目標を3年以上達成できたのは13計画であり少なく、また、捕獲目
標の達成が個体数や密度の低減につながりにくい。
12次特定計画で捕獲目標を設定した35計画の、2017（平成29）年度から2020（令和

2）年度までの４年間の捕獲目標について、数値目標を達成した年度数を示した。４年とも「達
成」したのは12計画であった（図2）。すべての年度では達成できなかったが、１年以上の年で達
成したのは12計画であった。

前期特定計画の評価や課題について、記載・未記載の都道府県があり、その記載
内容のレベルに差がある。

12次特定計画の課題や評価の記載内容として、捕獲数の不足（理由：未記載や、捕獲従

事者不足等）、捕獲目標は達成したが密度低減・被害低減に至っていない（理由：未記載や、
計画的管理捕獲・総合的対策が必要等）、高標高域や低密度地域等の捕獲困難地での捕獲
不足、調査モニタリング・推定方法の改善必要等が挙げられていた。課題や評価内容の要因を十
分に分析出来ているところが少ない。

年度別実施計画を策定しているのは15都道府県と少なく、捕獲数の割振りなどの
施策の具体化が遅れている。（図3）

認定事業者の育成事業を行っているのは11都道府県で、効果があったと回答した
のは半数程度と少ない。（図4）

（課題①）都道府県の対策の現状（令和4年度調査（特定計画検証、アンケート調査）、令和5年度集団ヒアリングから）

図1 個体数や密度に関する数値目
標の達成状況

4年達成, 

12

3年達成, 1

2年達成, 2

1年達成, 9

未達成, 6

不明, 5

図2 捕獲に関する数値目標の
達成状況
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図4 個体数や密度に関する目標達成に向けて活用した国の制度とその効果

図3 個体数や密度に関する目標達成に向けた工夫とその効果
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3

捕獲の施策の具体化：総数としての捕獲目標はあっても、年度別や地域別にどう進めるかといった内容の具体化が行われていな
い。（H29）
捕獲の質の向上：今後は捕獲の質的な向上（特定計画の中で指摘した問題に対応した捕獲、必要な場所で必要な捕獲が
されているか）を目指す必要がある（予算や人数を増やすという量的な策では限界に近い）。（R4）
目的・目標に応じた捕獲：目的・目標に応じた捕獲ができておらず、効果が得られないケースが見られる。（被害防止目的の捕
獲で被害を与える個体の捕獲が進まず被害軽減に至らないケース。数の調整目的の捕獲で高密度生息地の個体数低下が図ら
れないケース。捕獲経費の一部補助を受けて実施する捕獲と捕獲業務として実施する捕獲の明確な差を意識せず捕獲が実施さ
れるケース。）（H29）

担い手に関する計画での位置づけ：捕獲数だけ設定され、担い手や手法について言及されていない特定計画も多い。（R3）
担い手の質の向上：捕獲の担い手の質の向上を目的とした取り組みを実施している特定計画は少ない。（R4）

捕獲の基本情報：狩猟・許可捕獲などの捕獲努力量を含む捕獲の情報収集（CPUE、SPUE、性別、齢区分等）が不十
分。（R1）
市町村との情報共有：捕獲許可権限を市町村に委譲した場合は、捕獲情報が共有できなくなることが問題。（R1）
捕獲区分（捕獲許可者）の調整：推定した個体数等に基づき特定計画で設定した目標捕獲数の達成に向け、捕獲区分
（登録狩猟、許可捕獲、指定管理事業）ごとの各捕獲の最適化を図り、相互の調整・連携を進める仕組みが構築されていな
い。（H29）

【課題①】 整理・対応が必要な事項の例（過去の検討会等で挙げられた内容）

実施計画による施策の具体化と、捕獲の質の向上

担い手

情報収集や体制
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生態系被害低減

林業・植生被害低減

農業被害低減

生活環境被害低減

中間成果
（アウトカム）

守りたい場所へのシカの侵入防止

シカの生息密度の減少

被害を与えるシカの減少

作戦・活動・手段
（国）

・法整備・基本的な指
針の提示

・技術的支援（ガイド
ライン、行政担当者向
け研修会 等）

・半減目標の提示

・財政支援（交付
金）

現状・課題

・生態系・植生被害の
発生（林床の植物の
食害、裸地化、土壌
流出等）

・農林業被害の発生

・生活環境被害の発
生（電車との衝突事
故、 市街地へのシカ
の侵入）

作戦・活動・手段
（都道府県・市町村・国）

計画（特定・実施計画等）
の策定・運用

調査・現状把握

被害防除対策

生息環境整備

捕獲対策

人材育成・配置

モニタリング・評価・改善

課題②

課題② 被害軽減が進んでいない。

★…令和4年度調査（特定計画検証、アンケート調査）、令和5年度集団ヒアリングから整理
した都道府県の現状・課題

★生態系や植生被害を把握している17の特
定計画のうち、被害増加傾向11計画、
傾向判断不可６計画

★生態系や植生被害に関する調査を実施
している特定計画は17計画

★定量的な目標を設定している特定計
画は7計画

★県境付近で密度が増加している傾向
がある

★生態系や植生被害に関する目標を達成
できた前期特定計画はなかった。

★生態系被害や植生被害に関して、前期
計画を評価出来ている計画が少ない。 5

★被害の数値目標を設定している８計画の
うち、達成している計画はなかった。（未
達成５、一部達成３）



前期特定計画において、生態系や植生被害に関する目標を達成できた計
画はなかった。
12次特定計画で被害に関する数値目標を設定した８計画のうち、数値目標を「達成」した計画は
なかった（図5）。「一部達成」として地域的又は複数の目標のうちの一部の目標を達成した計画は
３計画であった。「未達成」は５計画であった。

生態系や植生被害に関する調査を実施しているのは17計画、定量的な目
標を設定しているのは7計画と少ない。
生態系や植生被害に関する調査を実施しているのは17計画であり、指標を定めて定量的な目標

を設定しているのは７計画であった（図6）。指標としては、低木本数、林床植生の被植率、下層植
生衰退度が挙げられた。なお、定性的に把握しているのは８計画であった。

生態系や植生被害に関する調査を実施している17計画のうち、被害増加
傾向が11計画、傾向判断不可が６計画であった。

ニホンジカの生息密度分布図では、県境付近で密度が増加している傾向が
ある。

分布の前線など平成26年度に密度が低い地域や、県境付近で増加傾向がみられた（図7）。

生態系被害や植生被害に関して、前期計画を評価している計画が少ない。
生態系被害や植生被害に関する前期計画の評価を行っているのは定量的・定性的両方を含み

３計画のみ。

課題② 都道府県の対策の現状（令和4年度調査（特定計画検証、アンケート調査）、令和5年度集団ヒアリングから）

図5 被害に関する数値目標の達成状況
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定有, 7

調査実施
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図6 生態系や植生に関する目標
や指標の設定、調査の実施状況

図7 密度分布変化率 6



6

生態系や植生被害に関する目標設定方法：指標検討が遅れている。（生態系や植生への被害は、計画の参考となるよう
なバックデータがない。）（R3、R4）
各目標の関連性：被害に関する数値目標を達成するための密度指標や捕獲数等を、関連付けて設定されている計画が少
ない。（植生に悪影響を与えない適正密度等）（R4）

個体群管理の不足：高山帯をはじめとしたアクセスの困難性、土地の所有権や管理権などの社会的要因により、捕獲が進
まない地域がある。（H29）
森林管理とシカ管理の連携：森林管理とシカ管理をどのように連携していくか検討されていない。（シカの生息地域で森林施
業をする際は、柵設置、事前にシカの密度を下げるといった、森林計画と連動した対策等）。（R1、R3）
生息環境管理のあり方：生息環境管理に関する目標や実施内容がガイドラインで具体的に示されていない。（R3）

捕獲の質的な向上：今後は捕獲の質的な向上（特定計画の中で指摘した問題に対応した捕獲、必要な場所で必要な捕
獲がされているか）を目指す必要があり、予算や人数を増やすという量的な策では限界に近い。（R4）
専門的人材の育成：遠隔地・高標高域での捕獲が必要となるが、現有戦力では困難である。こうした環境で捕獲ができる
人材の育成方法が確立されていない。（R3）

【課題②】 整理・対応が必要な事項の例（過去の検討会等で挙げられた内容）

現状把握や目標設定

施策

人材や予算
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シカ政策（捕獲）のロジック※が
つながっていない。
（被害低減に向けての論理的な筋
道が通っていない。）

密度や生息頭数低減を④中間成果
としている

①産出１

●人日捕獲/年

②産出２

捕獲実績

③直接成果

密度低減

④中間成果

被害低減

ガイドラインの記載がそうなって
いる

農業被害は根拠ある数値目標が立
てづらい④中間成果に設定している被害目

標が漠然としている
（どこでどれくらいの被害を減ら
すかという目標になっていない）

植生被害は対応出来ないため具体
的な目標が立てられない 普段の生活の中で目に見える被害

ではないため重要度が低い

庁内を説得しづらい、予算を確保
しづらい

農業被害対応で人手・予算ともに
余裕がない

国の交付金制度に市町村が森林の
中で捕獲出来るメニューがない

密度や生息頭数の数値目標は立て
やすい

半減目標が生息頭数を目標として
いる

指定管理鳥獣対策事業交付金の予
算規模が小さい

交付金事業や県事業の評価の際に
被害低減まで見られない

行政評価のプロセスの中で具体的
な被害低減を④成果とすることを
求められていない

生息頭数・密度は計画策定・予算
要求の際の根拠として使いやすい

⓪投入

資金
人手
技術

毎年度の実施計画策定は人手が足
りない

有害も含めた年度毎の計画を作っ
ていない

密度と農業被害の関係性を説明で
きない

農業被害は柵等他の施策の影響が
大きく捕獲との相関が難しい

シカとイノシシ等種ごとの被害を
分けるのが難しい

森林は広大すぎてどのように手を
つければ良いか分からない

ガイドラインの主な記載が県全域
等のマクロスケールになっている

ガイドラインでPlanの必要がない
省力的な単年度評価や事業組み立
ての方法も提示する
【資料3-2】

ガイドラインで農業被害と密度の
関係性を提示できるか検討する。
【資料3-2、環境省他事業で調査
中】

• ガイドラインで植生被害による公益
的機能への影響とその関係を記載す
る【資料3-2】

• 植生被害対策を行っていている自治
体における予算確保や体制構築のポ
イントを紹介する【資料3-3】農業被害抑制・軽減に効果的な施

策・体制等とその要因を紹介する
【資料3-2、環境省他事業で調査
中】

ガイドラインで被害低減に向けた
理想的なロジックとその設計方法
を提示する。【資料3-1】

拡大前線地域のため顕著な被害が
見られないため密度を設定

プランニングを行える人材の不足

ガイドラインで政策設計の支援と
なる記載をする
【資料3-1】

これまでの事例からマクロスケー
ルでの分布拡大抑制は難しいこと、
徐々に被害が広がることが分かっ
ている

よりミクロなスケールでの考え方
を掲載する【資料３共通】

植生被害対策の実施事例（目標設
定やゾーニング等）やポイントを
紹介する【資料3-3】

問題のフレームを、「シカ政策（捕獲）のロジック※がつながっていない。」と設定
（被害低減に向けての論理的な筋道が通っていない。）

※シカ捕獲政策のロジック（簡略的な例）

被害を最小限に食い止めるための
早めの対策について、これまでの
実例から単なる捕獲強化だけでは
ない方法がある

限られたリソースを有効活用し、対
象場所を緊急度や重要度で選別（ト
リアージ）する考え方をガイドライ
ンに掲載
【資料３共通】

問題の要因分析による構造化①

農業被害の正確な把握自体が難し
い 農業被害は関係者の感情に左右さ

れ数値のみで指標とするのが難し
い。

モデル地域での試行から県全域の
目標設定・評価につなげる方法の
例示を検討する（被害激甚地にお
いて試行してモデルケースをつく
り実施範囲を拡大し県域の目標設
定と達成度評価を実施する）
【関西広域連合のモデル】

指定管理対策事業交付金の評価報
告書様式を修正する（実施中）
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シカ政策（捕獲）のロジック※

がつながっていない。
（被害低減に向けての論理的な
筋道が通っていない。）

②～④のどこかが未達成
←⓪の投入（予算・体
制・技術）が妥当ではな
い、不足している。

体制：計画策定、施策検討自体が
難しい

体制：有害が市町村の被害防止計
画に基づき実施されたり、都道府
県が作る年度別実施計画が市町村
の被害防止計画に基づいている

公共政策として行政評価に耐えら
れる捕獲「事業」を実施する必要
があることの意識が薄い

技術：どこにどれだけ何を投入す
るか決めていない

認定事業者制度に事業者評価制度
がない等課題がある

どのくらいの時空間スケールで捕
獲をすればどれくらい密度が減り、
被害が減り、それが継続するのか
が不明

ガイドラインに捕獲の時空間ス
ケールの把握の必要性や事例等を
掲載する【資料3-1】

体制：市町村の捕獲場所や捕獲数
を県がグリップしていない

体制：計画策定と捕獲、有害と指
定管理の部署が１つではない

体制：質が伴った認定事業者の不
足

都道府県の人手が足りない

体制：密度に応じて市町村毎に捕
獲数を配分しても計画どおりにな
らない

• 都道府県が主導して被害等を基
に年度別の捕獲事業を組み立て
ている例やポイントを紹介する

• ガイドラインでPlanの必要がな
い省力的な単年度評価や事業組
み立ての方法を提示する【資料
3-2】

技術：様々なモニタリング調査を
実施しているが、それが被害を正
しく評価するものになっていない

ガイドラインで関係課との連携が
成功した都道府県の要因を紹介す
る【環境省他事業で調査中】

市町村の職員や捕獲従事者の不足
を考慮出来ていない

捕獲に十分な予算をかけられてい
ない（調査にお金がかかっている
場合もある）

技術：気象や調整の関係などで予
測出来ない事態が発生し計画通り
にならない

専門的な職員がいない、職員が異
動する

• ガイドラインを、都道府県の立
場から見てどのようなものが参
考になるのかという視点でレ
ビューし分かりやすい内容に改
める

• 計画策定から事業実施までの検
討ができるような職員の育成研
修を行う。

推定生息数が誤っている

推定個体数に基づく捕獲必要数が
予算・人手を考慮していない

ミクロなスケールでの被害（その
ための密度）低減のための捕獲の
考え方や、対象場所を緊急度や重
要度で選別（トリアージ）する考
え方をガイドラインに掲載する
【資料３共通】

必要な密度指標を集められている
自治体の要因（予算人手をかける
こと以外）について紹介する
【環境省他事業で調査中】

④が明確でないためどこでどのよ
うな情報を得るための調査をする
かが明確ではない

ガイドラインに事業や政策評価の
ための標準的なモニタリングの考
え方を記載する【資料3-1】

技術：推定個体数に基づき設定し
た捕獲数を達成しても密度が減ら
ない

技術：推定個体数に基づき設定し
た捕獲数を達成出来ない

特定計画において③④の成果をマ
クロスケールで考えているため⓪
投入や評価指標が具体的にならな
い

技術：特定計画の内容と事業が一
致していない 限られたリソースを有効活用し、

被害を最小限に食い止めるための
捕獲の考え方としてよりミクロな
スケールでの考え方を掲載する
【資料３共通】

調査設計が適切でない、密度指標
の収集が十分ではない

猟友会と認定事業者との関係性が
難しい

まずは全体の密度を低減してから
被害を抑えたい

認定事業者制度を改善する

体制：捕獲者に具体的な場所を指
定して行ってもらうのが難しい

公共政策学的観点で、ガイドライ
ンに政策設計ー実施ー評価改善の
実践的内容を記載する。【資料3-
1】

これまでの事例からマクロスケー
ルでの分布拡大抑制は難しいこと、
徐々に被害が広がること、マクロ
スケールの捕獲では密度効果が限
定的で、ミクロスケールの捕獲で
あれば密度低減効果が表れやすい
ことが見えている。

問題のフレームを、「シカ政策（捕獲）のロジック※がつながっていない。」と設定
（被害低減に向けての論理的な筋道が通っていない。）

問題の要因分析による構造化②

①産出１

●人日捕獲/年

②産出２

捕獲実績

③直接成果

密度低減

④中間成果

被害低減

⓪投入

資金
人手
技術

※シカ捕獲政策のロジック（簡略的な例）

猟友会と認定事業者との調整方法
事例とポイントを紹介する（保護
管理レポート）

周辺地域から侵入している
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